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D-468 HBe抗原又は HBe 抗体（B 型慢性肝炎の経過観察）（回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、B 型慢性肝炎の経過観察を目的とする HBe 抗原又は HBe

抗体の算定は 3 か月に 1回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 HBe抗原は HBV の活発な増殖を反映し、血中のウイルス量や増殖状況

を把握する上で有用である。B 型慢性肝炎の経過観察を目的とした HBe

抗原の算定は認められる。頻度については、病態が急激に変化した場合を

除き、3 か月に 1回とすると整理した。 

 


